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第１５７４回例会 会長挨拶 

会長 梅田欣一 

みなさん、こんにちは。 

本日ビジターでいらっしゃっている、沼津ロータリークラブの三

好様と實石様は、沼津市立第五小学校における「おやじの会」

のメンバーであり、子どものお父様方が子どもや学校に奉仕する

活動をされております。うちの娘と息子も大変お世話になりまし

た。ありがとうございます。本日は、ごゆっくりお過ごしください。 

さて、本日配布されたガバナー月信１０月号をご覧ください。

表紙の写真は、私と安本さんが８月３０日（日）に御殿場の東山

荘で開催された青少年派遣学生帰国報告会＆受入学生ホーム

カントリー紹介国報告会に出席したことの証拠写真となっており

ます。また、７ページには、米山記念奨学委員会委員長の雨宮

様の「柿田川公園」奉仕作業報告の投稿があります。さらに、９

ページには、３５周年を迎えての私の投稿が載っております。で

すので、皆さま、是非読んで見てください。 

また、本日の静岡新聞の１面には、ＴＰＰ協議の件で、「日米

自動車協議は決着」との記事が出ていましたので、本日は、ＴＰ

Ｐの話をしたいと思います。 

ＴＰＰとは、環太平洋連携協定（Trans-Pacific Partnership）と

いい、環太平洋地域による経済連携協定のことです。このＴＰＰ

は、政治的な問題はさておき、憲法違反等の問題をはらんでい

ますので、本日は、この点を指摘させて戴きます。 

私が一番大きいと思う問題は、ＩＳＤＳ条項を含むことが確認さ

れていることです。ＩＳＤＳ条項とは、投資家対国家の紛争解決条

項であり、自由貿易において投資家を保護するために、受け入

れ国又は自治体の措置によって損害を被ったと主張する外国投

資家が、受け入れ国又はその自治体を国際的な第三者機関に

訴えることを可能とする条項です。 

この第三者機関は、アメリカ・ニューヨークにある世界銀行内

の３人のビジネスローヤーである仲裁人による仲裁機関を予定し

ており、その審理は秘密裡に非公開で行われ、その判断は結論

のみを示して判断の理由は示されず、不服申立ても許されない

というものです。 

ＩＳＤＳ条項判断の対象とされる事項は、法令、制度、慣行、事

実行為、裁判所の判決等の国又は自治体の行為ですが、これら

の行為が自由貿易の原則に違反し、投資家の利益を侵害したと

判断されれば、莫大な賠償を求められることになります。 

そして、法律の改正がこれに該当するとして莫大な賠償を求

められた後、その後の提訴を防ぐためには、改正した法律等を

再改正して元に戻さなければならなくなり、国会を唯一の立法機

関と定めた日本国憲法４１条に実質的に反することになります。 

また、裁判所の判断内容がこれに該当するとして、実質上そ

の効力が停止されることになれば、我が国の裁判権を定めた憲 
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本日のゲスト・ビジター 

 

ビジター 沼津ＲＣ 實石学様 

ビジター 沼津ＲＣ 三好勝晴様 

ゲストはありませんでした。 

法７６条１項の放棄を意味することになります。 

このように、ＴＰＰのＩＳＤＳ条項は、憲法４１条、７６条１項に違

反し、また、条約によって憲法の内容を実質的に変容させてしま

うものであり、憲法改正を定めた９６条にも反する疑いが強いとい

うべきであります。 

そして、秘密保持協定の存在も問題です。これにより、条約締

結に至るまで、締結する内容を国会や国民一般に十分に内容

が開示されません。これにより、国民や国会が十分に条約の内

容を検討できないことを意味します。ということで、ＴＰＰ締結には

反対する声が大きいです。 

さて、本日は、奉仕プロジェクト委員会の卓話です。委員長の

菊地さん、宜しくお願い致します。 
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会長挨拶 

幹事報告 

■ 事務連絡 ■ 

  ＊ガバナー事務所より 

   ガバナー月信１０月号 到着 

   ２０１５年１０月度のロータリーレート １ドル＝１２０円 

  ＊ロータリーの友事務所より 

   ロータリーの友１０月号 到着 

  ＊第２６２０地区ロータリー財団委員会より 

   ８月度のＲカードの実績とお申込み方法のご案内 到着 

  ＊ロータリー文庫運営委員会より 

   資料寄贈のお願いと公開等についてご案内 到着 

■ 例会変更 ■ 

  ＊御殿場ＲＣ 

   １０月１日(木)→東山荘 本館 

   １０月８日(木)→移動例会 

   １０月１５日(木)→夜間例会 

   １０月２２日(木)→名鉄菜館 

   １０月２９日(木)→東山荘 本館 

■ 週報到着 ■ 沼津ＲＣ・御殿場ＲＣ・せせらぎ三島ＲＣ 



奉仕プロジェクト委員長 菊地勝男 

今期、奉仕プロジェクト委員に任命された会員は、私のほか、

中田、川口、安本、荒川、山本、高田、徳山、小早川、の８氏で

す。大多数の方がロータリー歴の浅い会員です。事業計画書に

も掲示しましたように、ロータリーの根幹をなす奉仕事業を勉強

して戴くためにもと、このような人事をお願いいたしました。 

さて、長年、ロータリーの奉仕部門は、クラブ奉仕、職業奉仕、

社会奉仕、国際奉仕で４大奉仕と呼ばれておりました。 

ＧＯＶＥＲＮＯＲ‘Ｓ、ＭＯＮＴＨＬＹＬＥＴＴＥＲから引用すると、 

日本語では、三大○○とか、四代○○という言い方で、多くの中

から代表的な三つや四つを挙げるビック３、ベスト４などがよくあり

ますが、日本のロータリーで四大奉仕と言うとき、この４分類は、

絶対的、本質的な分類で、変えようがないものとして理解されて

きました。 

仏教用語に四大（しだい）という言葉があるそうです。広辞苑

によると、これは、一切の物体を構成する地・水・火・風の４元素

という意味で、世界はこの４元素によって成り立っているとされて

います。日本のロータリーで使われてきた四大奉仕の四大という

言葉の語感もこれに近い気がします。英語では、“Ｆｏｕｒ Ａｖｅｎ

ｕｅｓ ｏｆ Ｓｅｒｖｉｃｅ”と言います。“ａｖｅｎｕｅ”は、①並木道、大通

り、道路、②目的に通ずる道、目的の達成方法、目的への達成

手段などと定義されています。つまり、四大奉仕部門は、日本語

の語感にある絶対的・本質的な要素としての四つの奉仕部門と

いうより、奉仕という目的を達成するための手段・方法を分類す

れば四つになるということで、奉仕の四部門ぐらいに訳しておけ

ばよかったのかもしれません。 

その後２０１０年の規定審議会で青少年（新世代）奉仕が第五

の奉仕部門として加わり、五大奉仕部門となった訳です。 

わたくしが、ここで特筆したいのは、第２６４０地区職業奉仕委

員会の角谷浩二委員長の委員会報告「職業奉仕委員会とは何

か」です。以下概略で紹介します。 

職業奉仕を理解するには、「ロータリー運動は倫理運動であ

る」ことを理解しなければなりません、ロータリーが倫理運動であ

るがために、古来よりいろいろな原理原則が生まれてきたようで

す。その中でも、これがロータリーだと言われているのが、職業奉

仕です。「ロータリーのロータリーたる所以は、職業奉仕にあり」と

いわれています。倫理とは、「人が正しく歩む道」です。人を泣か

せるような行為をしてはいけない、人を欺いてはいけない、非人

道的、非社会的行為をしてはいけない、世の為人のために尽く

しなさい、というのが倫理の教えです。 

職業奉仕を理解するうえで、何が難解であるか、３つの問題点

としてまとめてみました。 

１．職業奉仕と社会奉仕をどのように区別するか 

非常に誤解を生みやすい言葉があります。それは「自分の職業

を通して社会に奉仕するのが職業奉仕である」と言う言葉であ

り、このように思われている方が非常に多いのです。・・・・私(菊

地)もそう思っておりました。自分の職業を通そうが通すまいが、

社会に奉仕するのですから、この奉仕活動は社会奉仕です。そ

れでは、この中に職業奉仕が含まれていないかと言うとそうでは 

ありません。ではどのように、区別するのか、それは「受益者が誰

であるか」ということで区別する事ができます。 

＜奉仕活動によって、受益者が自分以外の地域の人々、もしく

は地域社会の場合は「社会奉仕」であるでしょう＞ 

＜奉仕活動によって、受益者が自分自身の場合は「職業奉仕」

であるでしょう＞ 

そこで、受益者が誰であるかを説明し、理解するために、実例

を示します。 

動物病院を経営しているＡ会員が、公立幼稚園の砂場におけ

る蟯虫検査の奉仕活動を行いました。砂場と言うのは非常に不

衛生なところで、野良猫や野良犬が来て糞をします。その中に

は蟯虫が混じっていることもあり、園児が感染することもあるそう

です。そこで砂場の蟯虫検査をすることにより、より安全な砂場

で園児が遊べるよう、園児の健康管理を目的に行いました。この

奉仕活動に於いて、の受益者は誰であるのか？自分以外の

人々としての受益者は幼稚園児であり、その親です。そして地域

社会としては幼稚園であり、教育委員会です。この意味からいう

とこの奉仕活動は、社会奉仕になります。 

 次に、この奉仕活動において、自分自身が受益者となるのはど

ういう場合でしょうか？それは園児の親や幼稚園、教育委員会

が、Ａ会員に対してどの様な感情を持つかです。自分の職業を

通して子供達の健康管理と言いうものを考え、自分に何ができる

かを考えて行ったこの砂場の蟯虫検査は、園児の親や幼稚園は

Ａ会員に対して尊敬の念を持つに違いありません。砂場の蟯虫

検査という奉仕活動で、お金では決して得ることの出来ない尊敬

と信頼と信用を地域社会から自分自身が得るのです。そして自

分の職業がその反射的効果として繁栄するのです。これがロー

タリーの職業奉仕です。奉仕活動によって自分自身が受益者と

なるのです。 

社会奉仕と職業奉仕は、以上のように「一対」のものであると

考えてもよいのでではないでしょうか。今、Ａ会員は、公立幼稚

園の蟯虫検査のみならず、市内のすべての公園の砂場の蟯虫

検査を行っております。より多くの社会奉仕活動をすればするほ

ど、その地域の人々や地域社会からより多くの職業奉仕である

尊敬と信頼と信用を得るのです。これが、「最も多く奉仕するも

の、最も多く報われる」です。 

２、職業奉仕という言葉の問題 

「職業」とはお金を儲けるための手段です。私たちが生きていく

ための所得を得る手段であり、「これは自分のためのもの」です。 

一方、「奉仕」とは世の為人の為のものであって、すなわち自分

以外の「人のためのもの」です。このように全く正反対の２つの言

葉が１つになって職業奉仕といっているので非常に解りにくいの

です。この言葉は完全なロータリー用語であり、辞書には載って

いません。つまり、ロータリーの職業奉仕とは職業を営むこと（金

を儲けること）が世の為人の為の奉仕となる、といっているので

す。ここが職業奉仕にとって一番難解な点です。 

そこで、この問題を理解するために、職業をいた営む心(金を

儲ける心)も奉仕の心（世の為人の為に尽くす心）も同じ一つの

心であると思って下さい。そして、この一つの心とは、すなわち

「世の為人の為に奉仕をする心を持って職業を営むべし」と考え

ます。この言葉は何を意味しているかと言うと、それは自分の金

儲けに対して「人を泣かせるような金儲けはしてはいけない、非

道徳的、非社会的行為をして金儲けをしてはいけない、世の為

人の為になるような金儲けをしなければならないといっているの

であり、自分の職業に対して強く「倫理性」を要求しているので

す。 

職業奉仕とは、職業倫理の運動です。これが、前述した「ロー

タリー運動は倫理運動である」という言葉の意味です。すなわ

ち、「ロータリー運動は職業倫理を追及する運動である」というこ

とです。ロータリーにとって、職業倫理は基本的な考えであり、ロ

ータリーの哲学でもあります。 

視点を変えて考えてみます、それは他団体との比較です。深

川理論を引用させて戴くと、ロータリークラブ以外のアメリカ系奉

仕クラブ（ライオンズクラブ、シビタン、コスモポリタン等）は職業を

通して儲けたお金の一部を奉仕に使って下さい。職業時間の一

部を割いて、もしくは余暇の時間を使ってボランテイア活動をし 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 



て下さい等、いわば困った人を助ける「弱者救済を持って奉仕と

する」という考え方です。 

職業の心（自分の為の物）と奉仕の心（自分以外の人の為の

物）は相反する心であり、職業が同時に奉仕とは考えられず、そ

れぞれは別の世界に存在するものであり、そのため彼らの行動

から個人の職業倫理を排除しています。しかしロータリーは奉仕

の基礎を職業倫理に置き、職業の心（自分のためのもの）も奉仕

の心（自分以外の人のためのもの）も一つの心だと考えます。そ

のため一つの心を持って職業を営み、かつ奉仕すると説いてい

ます。だからロータリーにおいて倫理に反する儲けは存在しませ

ん。もし、非倫理的儲けにおいて儲けたお金が、奉仕に使われ

ているとしたら、果たしてそれが真の奉仕と言えるだろうか、もし、

だまされ、泣かされたお金の一部が奉仕に使われていたとして

も、他団体は問題にしません。なぜなら、彼らの標語は「Ｎｏｔ Ｉｓ

ｅｒｖｅ，ｂｕｔＷｅｓｅｒｖｅ」なのです。個人では奉仕せず、クラブが奉

仕するのです。個人の倫理については何も言いません。しいて

言えばクラブとしての倫理です。 

一方ロータリーの標語は「Ｉｓｅｒｖｅ」です。奉仕は個人の職業倫

理において、奉仕の心を職業社会に実践するものです。クラブ

はその集合体であり、ロータリークラブとしての職業奉仕の実践

機能はなく、団体奉仕と言う概念はありません、ロータリーに入会

去れる時にクラブ全会員に対して、その人が入会してもよいかど

うかを問う投票が行われます。もし不適格であると会員の誰かが

判断したならば、その人は入会を許されません。ロータリーは入

会に際しても、その人の倫理性を問うものであり、他団体にはこう

いう機能はありません。これが、他団体とロータリーとの大きな相

違点です。 

もし「ロータリーの職業奉仕を一言で表現するなら」私は迷わ

ず、「世の為人の為に奉仕する心をもって職業を営むべし」と言

えます。この言葉こそが職業奉仕にとって一番大事な言葉であ

り、基礎であり、決して忘れてはならない言葉であると思います。 

 

１、職業奉仕の実践 

私は、最初に「ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕の実

践にあり」と述べました。他団体の会員は「ロータリークラブの会

員は毎週毎週、なぜ例会を開くのですか？私達は一ヶ月に２回

例会を開催するだけです。ロータリーは例会で食事をし、話を聞

いて、寄付します。ロータリークラブと言うのは、金持ちの暇人の

集まりですね」とよく言われます。 

この言葉に対して、我々は強く反論しなければなりません。ロ

ータリーの例会は食事をするために出席するのではありません。

卓話を聞くために為に出席し、聞いて職業倫理を学ぶのです。

我々は職業人の集まりです。例会に出席することにより、職業人

同士の体験談、知識、知恵等を耳にし、職業倫理を互いに学び

合うのです。 

卓話は聞いては忘れ、聞いては忘れてしまうものですが、しか

し、何度も何度も聞き、そして忘れていくうちに、次第に自分自

身が磨かれ、ロータリーの職業倫理が、身についていくのです。

そのため、ロータリーは毎週例会を開いているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５－２０１６年度・７月度の個人別例会出席率です。 

個人別出席率 

＊最新のメークアップ先は、地区ホームページの静岡・例会変更で

確認出来ます。メークアップして出席率向上を目指しましょう。 

名前 出席 欠席 ＭＵ 出席率 通算出席率

古泉榮一 2 1 1 100.00% 100.00%

太田昭二 3 0 0 100.00% 100.00%

原修一 1 2 2 100.00% 100.00%

野口郁夫 3 0 0 100.00% 100.00%

菊地勝男 3 0 0 100.00% 100.00%

前田守 3 0 0 100.00% 100.00%

岩本義正 3 0 0 100.00% 100.00%

梅田欣一 3 0 0 100.00% 100.00%

濱田清明 3 0 0 100.00% 100.00%

大石昭裕 3 0 0 100.00% 100.00%

髙田聡 0 3 0 0.00% 0.00%

伊藤毅 3 0 0 100.00% 100.00%

中田真 1 2 1 66.67% 66.67%

小川隆洋 3 0 0 100.00% 100.00%

川口尚史 3 0 0 100.00% 100.00%

安本晋 3 0 0 100.00% 100.00%

荒川康博 1 2 1 66.67% 66.67%

山本勲 3 0 0 100.00% 100.00%

小早川すみゑ 3 0 0 100.00% 100.00%

徳山明広 2 1 0 66.67% 66.67%

齋藤悦生 3 0 0 100.00% 100.00%

２０１５－２０１６年度・８月度の個人別例会出席率です。 

名前 出席 欠席 ＭＵ 出席率 通算出席率

古泉榮一 3 1 1 100.00% 100.00%

太田昭二 4 0 0 100.00% 100.00%

原修一 1 3 3 100.00% 100.00%

野口郁夫 2 2 0 50.00% 71.43%

菊地勝男 2 2 0 50.00% 71.43%

前田守 4 0 0 100.00% 100.00%

岩本義正 4 0 0 100.00% 100.00%

梅田欣一 4 0 0 100.00% 100.00%

濱田清明 3 1 1 100.00% 100.00%

大石昭裕 4 0 0 100.00% 100.00%

髙田聡 0 4 0 0.00% 0.00%

伊藤毅 4 0 0 100.00% 100.00%

中田真 2 2 0 50.00% 57.14%

小川隆洋 4 0 0 100.00% 100.00%

川口尚史 4 0 0 100.00% 100.00%

安本晋 4 0 0 100.00% 100.00%

荒川康博 2 2 1 75.00% 71.43%

山本勲 2 2 0 50.00% 71.43%

小早川すみゑ 4 0 0 100.00% 100.00%

徳山明広 2 2 0 50.00% 57.14%

齋藤悦生 4 0 0 100.00% 100.00%



 
スマイル報告 

 

 小川隆洋 妻の誕生月です。 

 小川隆洋 ロータリー財団へ。 

 梅田欣一 ロータリー財団へ。 

 齋藤悦生 前回休んで申し訳ありませんでした。 

 濱田清明 今月もよろしく。 

 濱田清明 ロータリー財団へ。 

 山本 勲  ロータリー財団へ。 

 山本 勲  結婚記念日。 

 古泉榮一 ロータリー財団へ。 

 古泉榮一 米山奨学会へ。 

 野口郁夫 ロータリー財団へ。 

 伊藤 毅  ロータリー財団へ。 

 小早川すみゑ ロータリー財団へ。 

 小早川すみゑ 誕生日祝いありがとうございます。 

 安本 晋  ロータリー財団へ。 

 安本 晋  早退します。すみません。 

 安本 晋  結婚記念日です。 

 太田昭二 ロータリー財団へ。 

 大石昭裕 ロータリー財団へ。 

 川口尚史 結婚記念祝いありがとう。 

 

会員慶事 
 

 【本人誕生日】 

小早川すみゑ会員 

（９月欠席分） 

 

 

 【ご夫人誕生日】 

小川一乃様 

岩本順子様 

 

 

 【結婚記念日】 

川口尚史・靖奈様 

安本晋・あかね様 

山本勲・五輪様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 報 告  
      

会員数 
出席計算に 

用いた会員数 

出席計算に 

用いた出席者 出席率 
９ 月 １ ２ 日    

修正出席率 

２１名 ２０名 １６名 80.00% 90.48% 

 

 

 

 

 

出席： 古泉・太田・原・野口・菊地・前田 他    計１６名 

 

欠席： 岩本・中田・荒川・徳山             計４名 

 

ＭＵ：                             計０名 

◆次回例会プログラム◆ 卓話（クラブ研修リーダー委員会） 

R 

 
第５回 理事会報告 

 
①11 月の例会プログラムについて 

 ０２日 1577回 クラブ協議会（指名委員発表）・卓話（Ｒ財団 

           委員会/岩本委員長） ※理事会/11:30 

 １９日 1578回 クラブ協議会（地区大会報告） 

 １６日 1579回 →例会変更 ２２日(日)ふれあい広場 8:30～ 

 ２３日 1576 回 祝日休会（勤労感謝の日） 

 ３０日 1580 回 新入会員卓話（山本会員・小早川会員） 

 ＊11/6～7地区大会 ＊11/29 沼津北創立５５周年記念式典 

 

②沼津４ＲＣ対抗ゴルフコンペについて（10/25･日） 

  ・場所／新沼津カントリークラブ 受付 8:15 

  ・７名参加予定 

 

③第３回会長・幹事会について 

 ・１０月１０日(土) １８時～ はせ川 会費一人５千円 

 

④35 周年記念式典・祝宴・記念事業中間決算について 

  ・決算報告書について補足説明（一部修正があった為、修 

   正後に再提出します。） 

 

⑤地区大会について（11/6～7） 

 ・出席者 梅田、小川、太田、前田、川口、安本、濱田、大石 

  小早川、事務局（１０名） 

 ・バス 野口商店前５：５０着→沼津駅北口６：１５着→甲府 

 ・二次会 なし（個別二次会は随時対応） 

 

⑥ふれあい広場について(11/22･日) 

 ・集合 ８：３０ 

 ・バザー品は、一人２千円以上の品で、かつ２品以上。 

 ・各事業所より出品出来ます物がありましたらお願いします。 

 ・駐車場 食遊市場 

 ・服装 ピンクポロシャツ＋クラブジャンバー 

 

⑦Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙについて 

 ・まず理事の皆さんは早めに登録お願いします。 

 

⑧会員増強退会防止について 

 ・１０月２日に会合開き、２～３名の候補が上がりました。 

 ・インターネットメークアップに関しては方法等を調べます。 

 ・休会扱いに関しての意見交換がされました。 

 

⑨その他 

 ・クールビズは１０月末までとします。 

 ・前田会員は本日ドローン撮影の為欠席ですが公務の為に 

  出席扱いとします。 


